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に
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い
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お
尋
ね
に
関
し
、
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整
備
に
係
る
海
域
の
利
用
の
促
進
を
図
る
こ
と
は
、
海
洋
の

積
極
的
な
開
発
及
び
利
用
並
び
に
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
長
期
的
か
つ
安
定
的
な
主
力
電
源
化
に
向
け
て
重
要
で
あ
る
と

認
識
し
て
お
り
、
御
指
摘
の
「
促
進
区
域
」
に
つ
い
て
は
、
令
和
元
年
十
二
月
二
十
七
日
に
、
長
崎
県
五
島
市
沖
の
海
域
を

海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
の
整
備
に
係
る
海
域
の
利
用
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
年
法
律
第
八
十
九

号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
整
備
促
進
区
域
と
し
て
初
め
て
指
定
し
た
ほ

か
、
現
在
、
秋
田
県
能
代
市
、
同
県
山
本
郡
三
種
町
及
び
同
県
男
鹿
市
沖
の
海
域
、
同
県
由
利
本
荘
市
沖
の
海
域
並
び
に
千

葉
県
銚
子
市
沖
の
海
域
の
指
定
に
つ
い
て
、
同
法
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
協
議
会
に
お
い
て
必
要
な
協
議
を
行
っ
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
政
府
と
し
て
は
、
こ
う
し
た
海
洋
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
整
備
促
進
区
域
の
指
定
が
我
が
国

の
計
画
的
か
つ
継
続
的
な
洋
上
風
力
発
電
の
促
進
に
資
す
る
も
の
と
な
る
よ
う
、
同
法
を
適
切
に
運
用
し
て
ま
い
り
た
い
。 


